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運転者職場環境良好度認証制度について

【認証実施団体】

【認証制度の概要】

【今後の検討事項】

【認証基準（トラック）】
一般財団法人　日本海事協会

■ドライバーの労働条件・労働環境の改善及びドライバーの確保・育成のためには、働
き方改革に積極的に取り組む自動車運送事業者が求職者に「見える」ようにし、求職
者が安心して就職できるようにすることが有益であることから、そのような事業者
を認証する制度について検討するため、国土交通省に『自動車運送事業のホワイト
経営の「見える化」検討会』が設置された。
■令和元年（2019年）6月に、認証制度の概要等を内容とする検討会の報告書が取り
まとめられ、実施に向け検討が進められている。

■名　称
　運転者職場環境良好度認証制度
■認証単位
　事業者単位

■申請条件
　「事業許可の取得後3年以上経過して
いること」等
■認証項目
　①法令遵守等　②労働時間・休日
　③心身の健康　④安心・安定
　⑤多様な人材の確保・育成
　⑥自主性・先進性
■審査方法
　全ての申請について書面審査を実施。
　一定の割合で対面審査を実施。

■認証基準
　•必須項目を設定。
　•3つの認証段階を設ける。
　　（「一つ星」「二つ星」「三つ星」）

　•認証基準等は右表のとおり。
■有効期間
　2年間

■愛称・認証マーク
　（案）「働きやすさ認証」「やさしい職場認証」
「職場環境認証」など
■認証料金（電子申請・紙媒体申請の差
別化）の設定
　（案）紙媒体を2万円程度高くしてはどうか
■インセンティブ措置の具体化
　（案）求人票の掲載、ハローワークや民間人材
サイトを通じた周知・広報、補助金の優先採
択など

■申請マニュアル（様式・手引き等）の整備
■認証までのスケジュール
　（案）3月末から説明会等を実施、6月から申
請開始し、2020年中に認証事業者を公表で
きないか。

（※具体的な実施基準は「審査委員会」を設置し、検討）

（※初年度は「一つ星」のみ）

認証段階

必須項目数

基準点数

加点項目数
（各項目2点以内）

一つ星
（☆）

22

61

53点以上

業界上位
2分の1（50％）
水準以上

二つ星
（☆☆）

23

60

76点以上

業界上位
4分の1（25％）
水準以上

三つ星
（☆☆☆）

31

52

53点以上

業界上位
8分の1（12.5％）
水準以上

認証基準の
設定水準

（※複数の都道府県に事業所を有する事業者は、
都道府県単位でも申請が可）

日本海事協会に「運営委員会」を設置し、
今後の進め方について協議
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運転中のスマホ等利用に対する罰則強化の内容
携帯電話使用等（保持）

携帯電話使用等（交通の危険）

改正前

罰則

点数

反則金

改正後

…通話（保持）、画像注視（保持）する行為

…通話（保持）、画像注視（保持）、画像注視（非保持）
することによって交通の危険を生じさせる行為

5万円以下の罰金

1点

大型…7千円
普通…6千円
二輪…6千円
原付…5千円

罰則

点数

反則金

6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金

令和元年12月1日施行

3点

大型…2万5千円
普通…1万8千円
二輪…1万5千円
原付…1万2千円

改正前

罰則

点数

反則金

改正後

2点

大型…1万2千円
普通…9千円
二輪…7千円
原付…6千円

罰則

点数

反則金

1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金

6点（免許停止）

適用なし
（反則金制度の対象外
となり、すべて罰則の
対象に）

道路交通法の一部が改正されました

運転免許証の再交付について 運転経歴証明書について

運転免許を受けた者が公安委員
会に運転免許証の再交付を申請
することができる場合として、
運転免許証の記載事項の変更届
出をしたとき等が追加されまし
た。

運転免許証を自主返納した者だ
けでなく、運転免許を失効した
者も運転経歴証明書の交付申請
が可能となります。
また、運転経歴証明書の交付を
申請できる公安委員会が現在の
住所地を管轄する公安委員会と
なります。
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